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証券コード 5533
2023年12月11日

（電子提供措置の開始日2023年12月４日）
株 主 各 位

京都市中京区堀川通姉小路上る三坊堀川町55番地１
エリッツ御池ビル

株式会社エリッツホールディングス
代表取締役 槙野 常美

第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきたくご

案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ
トに「第12期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.elitz-holdings.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリー」「IR資料」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東証ウェブサイトにアクセスして、銘柄名「エリッツホールディングス」又はコード
「5533」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙
に賛否をご表示いただき、2023年12月25日（月曜日）午後７時までに到着するようご送付く
ださいますようお願い申しあげます。

敬具
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記
１．日 時 2023年12月26日（火）午前10時00分
２．場 所 京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）

ホテルグランヴィア京都５階「竹取の間」
（末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。）

３．株主総会の目的事項
報告事項
１．第12期（2022年10月１日から2023年９月30日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第12期（2022年10月１日から2023年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項
第1号議案
第2号議案

定款一部変更の件
剰余金処分の件

以上

◎当日ご出席の場合は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげま
す。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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議案および参考事項

第１号議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
①当社の業務内容の変更に伴い、目的事項の追加を行うものであります（変更案第２条）。
②誤植等の訂正を行います。

２．追加・変更の内容
（下線部分は変更を示します。）

現行定款 変更案
（目 的）
第２条 当会社は、次の事業を営む会社の株
式または持分を保有することによる当該会
社の事業活動を支配・管理すること、なら
びに次の事業を営むことを目的とします。

（目 的）
第２条 （現行通り）

（１）～（29）（条文省略）
（新設）
（新設）

２ 前各号に附帯する一切の業務

（１）～（29）（現行通り）
（30) 漁業および水産養殖業
（31) 婚活サポート事業
２ （現行通り）

（単元未満株主の権利制限）
第９条 当会社の単元未満株主は、以下に掲
げる権利以外の行使することができない。

（単元未満株主の権利制限）
第９条 当会社の単元未満株主は、以下に掲
げる権利以外を行使することができませ
ん。

（１）～（３）（条文省略） （１）～（３）（現行通り）

（取締役会の決議の省略）
第２５条 当会社は取締役の全員が取締役会
の決議事項について書面または電磁的記録
により同意したときは、当該決議事項を可
決する旨の取締役会の決議があったものと
みなします。ただし、監査役が異議を述べ
たときはこの限りではありません。

（取締役会の決議の省略）
第２５条 （現行通り）

２ 取締役会に関する事項は、法令または本
定款のほか、取締役会において定める取締
役規程によります。

２ 取締役会に関する事項は、法令または本
定款のほか、取締役会において定める取締
役会規則によります。
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第２号議案 剰余金処分の件
剰余金の処分につきまして、当社は営業基盤確立のための事業展開、内部留保の充実に

よる企業体質の強化などを勘案して安定的な配当を継続して実施しつつ、総合的に、長期
的に株主利益の向上を図ることを基本方針としております。
第12期の期末配当につきましては、上記の方針にもとづき、以下のとおり、普通配当56

円に株式上場記念配当15円を加え、１株につき71円といたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金71円（うち株式上場記念配当15円）
総額：金237,296,200円

（３）剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年12月27日

以上
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Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過およびその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、長期化するウクライナ情勢等の影響によるエネルギー

価格の高騰や大幅な物価上昇などの不安要素もありましたが、新型コロナウイルス感染症に対す
る社会環境の変化に伴い、経済活動は全般的に回復基調で推移してまいりました。当社の属する
不動産業界におきましては、原材料価格、物流価格、人件費等の高騰による建築コストの上昇
や、金利上昇の懸念はあるものの、当社グループが主力とする賃貸不動産業界は引き続き回復傾
向にある中で推移してまいりました。
このような事業環境の下で、当社グループにおきましてはコア事業である不動産賃貸仲介事業

のエリア拡大や不動産管理物件の新規獲得が順調に推移すると共に、新たな収益基盤である居住
者サポート事業などの成長強化に努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、コア事業である賃貸仲介事業や売買仲介事業、建物管

理事業が順調に伸長したことに加え、スポット取引で販売用不動産の売上が255,783千円（当
連結会計年度の売上高の4.6％を占め、前連結会計年度比で7.9倍）生じたことなどにより、
5,562,617千円（前連結会計年度比14.3％増）となりました。このため、不動産売上原価、改
装工事等の外注費、人件費および地代家賃等の増加がありましたが、営業利益は1,013,232千円
（同65.4％増）となりました。

営業外収益は、コロナ禍による助成金収入や保険解約返戻金が減少し、消費税免税益がなくな
ったため大きく減少しました。他方、営業外費用は東京証券取引所スタンダード市場への上場に
伴い株式上場費用や株式交付費が生じたことなどにより増加したため、経常利益は984,904千
円（同43.7％増）となりました。
特別損益では投資有価証券評価損を計上しましたが、減損損失は減少したため、税金等調整前

当期純利益は961,875千円（同45.2％増）となり、法人税等の税負担額の増加により親会社株
主に帰属する当期純利益は654,717千円（同51.3％増）となりました。

事業セグメントごとの業績は、次のとおりであります。
（不動産仲介事業）
賃貸住宅の仲介手数料は900,208千円（前連結会計年度比8.7％増）、賃貸物件オーナーに対

する入居後サポートに係る業務委託料収入が926,974千円（同10.9％増）と順調に伸長しまし
た。また、販売用不動産の売却収入が223,375千円増加したことなどが寄与し、売上高は
2,923,689千円と前連結会計年度比21.1％の大幅増収となりました。
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このため、販売用不動産の売却原価や人件費の増加、新規出店に伴う家賃の増加などがあった
もののセグメント利益(営業利益)は594,005千円と前連結会計年度比368,079千円、162.9％の
増益となりました。
（不動産管理事業）
管理物件戸数の増加に伴い管理料収入が779,027千円（前連結会計年度比6.0％増）、改装収

入が891,146千円（同6.8％増）と安定的に伸長したことなどが寄与し、売上高は1,964,483千
円と前連結会計年度比8.2％の増収となりました。また、セグメント利益(営業利益)は285,531
千円と前連結会計年度比40,209千円、16.4％の増益となりました。
（居住者サポート事業）
保険代理店手数料とシェアサイクル売上は順調に伸長しましたが、新電力やインターネット接

続等の取次業務収入、家賃滞納保証業務収入および引越事業売上は前連結会計年度比微増で、入
居後サービス売上は前連結会計年度比微減と振るわなかったため、売上高は674,444千円と前
連結会計年度比6.2％の増収となりました。
他方、取次業務収入に係る他セグメントへの内部紹介料の増加やシェアサイクル事業の減価償

却費の先行増加もあり、セグメント利益(営業利益)は422,926千円と前連結会計年度比5,021千
円、1.2％の減益となりました。

セグメント名称
第11期連結会計年度
（2022年９月期）
売上高（千円）

第12期連結会計年度
（2023年９月期）
売上高（千円）

増減額
（千円）

増減率
（％）

不動産仲介事業 2,414,637 2,923,689 509,052 21.1
不動産管理事業 1,814,886 1,964,483 149,596 8.2
居住者サポート事業 635,262 674,444 39,182 6.2

合計 4,864,786 5,562,617 697,830 14.3
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２．設備投資の状況
当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は95,607千円で、その内訳は次のと

おりであります。
・不動産仲介事業では、賃貸用不動産の改装工事26,338千円、同植栽工事6,090千円、新規出
店に係る内装代等8,016千円など総額42,376千円の設備投資を行いました。

・居住者サポート事業では、シェアサイクル用工具器具備品3,130千円および車両運搬具
11,195千円で総額14,325千円の設備投資を行いました。

・上記のほか、各セグメントに帰属しない全社共用設備としてグループ会社リース用車両運搬
具、事務機器等を38,906千円購入しております。

３．資金調達の状況
当社は2023年６月27日に東京証券取引所スタンダード市場に上場し、公募増資200,000株に

より総額290,720千円の資金調達を行いました。

４．対処すべき課題
当社グループを取り巻く経営環境は、新型コロナウイルス感染症による影響が落ち着いてきた

ことに伴い、社会経済活動は概ね回復基調にありますが、一方では、金融不安や長引くウクライ
ナ情勢、イスラエル・ハマス紛争等の影響によるエネルギー価格の高騰や大幅な物価高など懸念
材料も散見されます。
このような経済環境の下で、回復基調にある不動産賃貸仲介事業においては、引き続き大阪、

奈良エリアの営業店舗網の拡大に注力してまいります。不動産管理事業においては、安定収入で
ある管理収入につながる管理物件戸数の拡大に向け、既存の京都滋賀エリアにおいては、これま
で同様、高い入居率の維持に努めると共に、全域に張り巡らせた営業店舗網に裏付けされた仲介
力を武器に提案営業による新規管理物件の獲得を図り、新規エリアにおきましても専門部隊を配
置するなど積極的な管理物件入手活動に注力してまいります。これらに伴う集客数の増加により
居住者サポート事業においても一定の増収を見込んでおり、環境へ配慮した脱炭素への取り組み
として開始した、シェアサイクル事業の拡大にも引き続き努力を傾注してまいります。
株主各位におかれましては、今後とも引き続き一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申

しあげます。

2023年11月28日 20時23分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



事業報告

8

５．直前３連結会計年度の財産および損益の状況の推移

区分
第９期

（2020年９月期）
第10期

（2021年９月期）
第11期

（2022年９月期）
第12期
（当期）

（2023年９月期）

売上高（千円） － 4,565,649 4,864,786 5,562,617

経常利益（千円） － 649,974 685,168 984,904

親会社株主に帰属する当期純
利益（千円） － 438,409 432,780 654,717

１株当たり当期純利益（円） － 139.52 137.73 204.90

総資産（千円） － 6,363,161 7,793,759 8,459,511

純資産（千円） － 3,196,754 3,431,177 4,243,856

１株当たり純資産額（円） － 1,017.36 1,091.97 1,269.78

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産額は、期末発行済株式
総数により算出しております。

２．第10期より連結財務諸表を作成しておりますので、第９期については記載しておりません。
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６．重要な親会社および子会社の状況
（１）重要な親会社の状況

該当事項はありません。

（２）重要な子会社
会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株式会社エリッツ 29,331千円 100.0％ 賃貸マンション等の賃貸仲介業、
引越事業、シェアサイクル事業

株式会社エリッツ建物管理 10,554千円 100.0％ 賃貸マンションの管理業

株式会社エリッツ不動産販売 9,800千円 100.0％ 不動産売買仲介業

株式会社ARC建物管理 9,800千円 100.0％ 分譲マンション管理業

株式会社VAST 9,800千円 100.0％ 情報通信業、コールセンター事業

ELITZ INTERNATIONAL MALAYSIA SDN.BHD. 350,000MYR 100.0％ 一般不動産業

７．主要な事業セグメント
セグメント 事業内容

不動産仲介事業

・賃貸マンション等の賃貸仲介業および室内消毒等の付随業務
・賃貸用不動産オーナーからの業務受託による入居者対応業務
・宅地建物の売買仲介業
・自社所有不動産の賃貸業
・販売用不動産の取得、開発、売買業
・不動産特定共同事業
・マレーシアにおける不動産紹介業

不動産管理事業
・賃貸マンションの建物保守管理、集金管理、賃貸契約更新手続き、入居者退去時の
室内リフォーム等

・分譲マンションの管理業務および管理組合の運営サポート

居住者サポート事業

・コールセンターによる電力・ガス・インターネット・NHK等の契約媒介・取次業
・引越事業
・REサポート等の入居者サポート業務
・家賃等保証業
・シェアサイクル事業
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８．主要な営業所
会社名 事業所 所在地

株式会社エリッツホールディングス 本社 京都市中京区

株式会社エリッツ

本社 京都市下京区

営業店
京都府内36店（うち京都市内27店）、
滋賀県内11店、大阪府内６店、
奈良県内３店

引越事業部 京都市右京区

株式会社エリッツ建物管理

本社 京都市上京区

京都南営業所 京都市下京区

滋賀営業所 滋賀県大津市

株式会社エリッツ不動産販売 本社 京都市下京区

株式会社ARC建物管理 本社 京都市中京区

株式会社VAST 本社 京都市中京区

ELITZ INTERNATIONAL MALAYSIA SDN.BHD. 本社 マレーシア国クアラルンプール市

2023年９月30日現在
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９．従業員（使用人）の状況
①企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

373名 ７名減
（注）従業員数は就業者数であり、上記のほかパート・アルバイトの臨時従業員が107名おります。

②当社の従業員数
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

46名 ２名減 39.7歳 9.9年
（注）従業員数は就業者数であり、上記のほかパート・アルバイトの臨時従業員が４名おります。

2023年９月30日現在

10．主要な借入先
借入先 借入金残高

京都中央信用金庫 1,090,855千円
株式会社京都銀行 711,894千円
株式会社南都銀行 108,758千円

合計 1,911,507千円
2023年９月30日現在
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
１．発行可能株式総数･････････････････････････････ 9,211,200株
２．発行済株式の総数･････････････････････････････ 3,342,200株
３．株主数･･････････････････････････････････････････････ 471名
４．大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
槙野 常美 1,436,309 42.97
エリッツホールディングスグループ従業員持株会 282,369 8.44
佐々木 茂喜 267,600 8.00
黒田 富久子 267,600 8.00
龍池 法子 208,300 6.23
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 159,200 4.76
平山 浩 153,000 4.57
龍池 亮 104,300 3.12
龍池 美沙 104,300 3.12
株式会社ハウズ 95,991 2.87

2023年９月30日現在

Ⅲ 会社の新株予約権に関する事項
当社役員が当事業年度の末日において保有している新株予約権の状況
2019年７月12日開催の株主総会決議による新株予約権
①新株予約権の払込金額 払込を要しない
②新株予約権１個につき目的となる株式数 100株
③新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額
発行価格 1,000円 資本組入額 500円

区分 新株予約権の数
新株予約権の

目的となる株式の
種類と数

行使できる期間 行使価額
（１株） 保有者数

取締役 1,000個 普通株式
100,000株

2021年６月15日～
2029年６月14日 1,000円 ４人

2023年９月30日現在
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Ⅳ 会社役員に関する事項
１．取締役および監査役の氏名等

地位 氏名 重要な兼職の状況

代表取締役
社長 槙野 常美

株式会社VAST 代表取締役
ELITZ INTERNATIONAL MALAYSIA SDN. BHD.
DIRECTOR

専務取締役
内務部長 平山 浩

株式会社エリッツ 取締役
株式会社エリッツ建物管理 監査役
株式会社エリッツ不動産販売 監査役
株式会社ARC建物管理 取締役
株式会社VAST 取締役

常務取締役 佐々木 茂喜
株式会社エリッツ 代表取締役社長
株式会社エリッツ建物管理 取締役
株式会社エリッツ不動産販売 取締役
株式会社VAST 取締役

取締役
人材開発部長 黒田 富久子

株式会社エリッツ建物管理 取締役
株式会社エリッツ不動産販売 取締役
株式会社VAST 取締役

取締役（社外取締役） 添田 訓嗣 添田訓嗣税理士事務所 所長

取締役（社外取締役） 寺本 髙廣 株式会社ビジョナリー 代表取締役
株式会社ティーズ 取締役

常勤監査役 片岡 宏彰 片岡宏彰税理士事務所 所長
株式会社エリッツ 監査役

常勤監査役（社外監査役） 青山 豊 －

監査役（社外監査役） 梅原 克彦 公認会計士梅原会計事務所 所長

監査役（社外監査役） 置田 文夫
アクシス法律事務所 所長
日東薬品工業株式会社 監査役
上原成商事株式会社 取締役
株式会社井筒八ッ橋本舗 監査役

2023年９月30日現在
（注）１．当社は、取締役 添田訓嗣氏および寺本髙廣氏、監査役 青山豊氏、梅原克彦氏および置田文夫氏を株式会社東京証券取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．監査役 片岡宏彰氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．監査役 梅原克彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
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２．役員等責任賠償保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および子会社の取締役および監査役全員を被保険者とする会

社法第430条の３第１項に規定する役員等責任賠償保険契約を締結しております。当該保険契約
では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険
期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴
訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担することとして
おります。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等
については、填補されない等の免責事由があります。

３．取締役および監査役の報酬等
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役およ
び監査役の報酬総額については株主総会の決議により限度額を決定し、各取締役の報酬額および
監査役の報酬額は、それぞれ取締役会および監査役会の協議により決定しております。

②取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額 年額1,000,000千円以内
2019年６月14日付株主総会決議により、決議日時点の取締役の員数は５名です。

・監査役の報酬限度額 年額20,000千円以内
2022年12月21日付株主総会決議により、決議日時点の監査役の員数は４名です。

③当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役
(社外取締役を除く。) 97,980 97,980 － － 4

監査役
(社外監査役を除く。) 2,400 2,400 － － 1

社外取締役 2,666 2,666 － － 2

社外監査役 8,966 8,966 3
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４．社外役員に関する事項
（１）重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

各社外取締役および各社外監査役の重要な兼職先である他の法人等と当社の間には人的関
係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

（２）主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

（３）当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主な活動状況

取締役 添田 訓嗣
当事業年度開催の取締役会には17回中17回に出席し、適宜質問し、意
見を述べております。また、監査役会と情報共有のため、５月以降開催
の監査役会５回中５回にオブザーバーとして出席しております。

取締役 寺本 髙廣

就任後開催の取締役会には10回中10回に出席し、議案審議等につき、
経験豊富な経営者の観点から必要な発⾔を行っております。また、５月
以降開催の監査役会５回中５回にオブザーバーとして出席し、監査内容
や結果等からも会社の状況の把握に努めております。

監査役 青山 豊

当事業年度開催の取締役会には17回中17回に出席し、適宜質問し、意
見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には12回中12
回に出席し、常勤監査役として内部監査室と連携しながら他の監査役や
社外取締役との情報共有に努め、監査結果についての意見交換、監査に
関する重要事項の協議等を行っております。

監査役 梅原 克彦

当事業年度開催の取締役会には17回中17回に出席し、疑問点等を明ら
かにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開
催の監査役会には12回中12回に出席し、監査結果についての意見交換、
監査に関する重要事項の協議等を行っております。

監査役 置田 文夫

当事業年度開催の取締役会には17回中17回に出席し、疑問点等を明ら
かにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開
催の監査役会には12回中12回に出席し、監査結果についての意見交換、
監査に関する重要事項の協議等を行っております。
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Ⅴ 会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称

PwC 京都監査法人
（会計監査人PwC京都監査法人は、2023年12月１日付でPｗCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付でPwC Japan有限責

任監査法人に名称を変更しております。）

２．報酬等の額
報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26,500千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確

に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどう
かについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額につい
て同意しました。

３．非監査業務の内容等
当社は、PwC京都監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新規上場に

係るコンフォートレター作成業務についての対価として、上記の報酬とは別に1,000千円を支払
っております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当した場合、監査役全員

の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任
後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし
ます。
また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性および職務の執行状況等の評価の結果、解任

または不再任が妥当と判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す
る議案の内容を決定いたします。
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Ⅵ 業務の適正を確保するための体制
当社は企業統制の透明性および公平性を担保するための体制として、「内部統制システムに関

する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っておりま
す。その概要は以下のとおりであります。
①取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合する事を確保するための体制
当社は、コンプライアンスに係る社内規程を定めております。これに基づいて、統括責任者と

して担当役員を置き横断的に統括するとともに、企業倫理および遵法精神に基づく企業行動の徹
底を図っております。
取締役会を定期的に開催する等、取締役が相互に職務執行の法令・定款適合性を監視するため

の十分な体制を構築しております。また、相談・通報体制を設け、役員および従業員等が社内に
おいてコンプライアンス違反行為を防止する体制を構築しております。なお、当社は、通報内容
を秘守し、通報者に対し、不利益な扱いを行わないようにしております。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、文書管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、総括責任として担当役員を

置き、その所轄下に事務局機能を有する部署を設けて全社的な管理を行っております。また、こ
れらの文書を取締役および監査役はいつでも閲覧できるものとしております。
③損失危険の管理に関する規規程その他の体制
当社は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、事業活動全般にわたり発

生する様々なリスクに対し、統括責任者として担当役員を置き、「リスクマネジメント・コンプ
ライアンス委員会」を３カ月に１回開催し、全社的な管理を行っております。
経営戦略上のリスクに関しては経営会議で、業務上のリスクについては関連部署と管理部で、

それぞれリスク分析およびその対応策を検討し、取締役会において審議しております。
また、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家に照会し、対処する体制をとっております。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の意思決定を効率的に執行するために有効な社内規程として職務権限規程、稟

議規程等を整備し、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保しております。また、取
締役会を定期的に開催することで各役員の職務の執行に対する評価・分析を行っております。
さらに、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、経営会議にて業務執行に関

する事項および重要事項に係るテーマについて審議を行っております。
また、IT対応に係る内部統制を整備し、有効な社内コミュニケーション機能を構築しておりま

す。
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⑤企業集団の業務の適正を確保するための体制
取締役会は、グループ会社を管理する部署および規程を関係会社管理規程に定め、適正かつ効

率的なグループ会社運営を行っております。
取締役会は、主要なグループ会社に対してはその業務等について、必要に応じて取締役会への

報告を求めております。
⑥監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会が職務を補助すべき使用人を求めた場合、適切な使用人を随時監査役の職務の補助に

あたらせることが可能であります。当該使用人の人事については、取締役が監査役会の同意を求
めます。また、その独立性を確保するため、当該使用人に対する指揮命令は監査役会に属するこ
とになっております。
⑦監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役または使用人は、法令・定款および社内規程に反する恐れのあることを発見したとき

は、直ちに監査役に報告することとしております。
また、監査役は社内規程に基づき、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するた

め、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する文書を
閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
なお、監査役は、内部監査室や会計監査人と情報の交換を行うなど連携を図っております。

⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査役は、あらゆる会議へ出席する権限を有するものとし、代表取締役社長および各取締役と

定期的に意見交換会を開催し取締役および使用人に対する調査・是正を行うとともに、コンプラ
イアンス、情報保存・管理、リスク管理に関する部署および内部監査室との連携を図るものとし
ます。また、監査役は共有サーバへのアクセス等により各種会議の議事録等の情報を閲覧できる
ものとします。
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Ⅶ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
（１）取締役・使用人の職務執行について
当事業年度は取締役会を17回開催し、業務執行に関する重要事項を協議・決定するとともに

上記に掲げた内部統制システムの整備に関する基本方針および社内規程に従って、リスクマネジ
メント・コンプライアンス委員会を４回開催したほか、経営会議を12回開催し、業務執行に関
する事項および重要事項に係るテーマについて審議しました。また、内部監査室はその運用状況
についてモニタリングを行いました。
（２）監査役会の職務執行について
当事業年度は監査役会を12回開催し、監査計画に基づき監査を実施しております。また、取

締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席や代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室
等と定期的に情報交換等を行い、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を
確認しております。
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連結貸借対照表（2023年９月30日現在） （単位：千円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産 5,099,698 流動負債 2,262,988

現金及び預金 ※2 4,067,118 買掛金 102,339
売掛金 244,336 １年内返済予定の長期借入金 ※2 137,305
販売用不動産 ※2 530,057 未払金 28,661
未成工事支出金 86,045 未払費用 273,475
貯蔵品 9,272 未払法人税等 185,074
前払費用 64,938 未払消費税等 91,017
未収法人税等 47,520 前受収益 253,367
その他 55,311 前受金 70,825
貸倒引当金 △4,903 預り金 1,120,919

固定資産 3,359,813 固定負債 1,952,666
有形固定資産 ※3 2,709,247 長期借入金 ※2 1,774,201
建物及び構築物 ※2 830,873 退職給付に係る負債 64,495
車両運搬具及び工具器具備品 84,607 長期前受収益 43,804
土地 ※2 1,767,595 預り保証金 70,165
建設仮勘定 26,171 負債合計 4,215,654
無形固定資産 16,780 純資産の部
ソフトウェア 11,269 株主資本 4,237,968
その他 5,511 資本金 245,360
投資その他の資産 633,784 資本剰余金 961,932
投資有価証券 ※5 83,382 利益剰余金 3,030,675
出資金 256,105 その他の包括利益累計額 5,888
長期前払費用 17,695 その他有価証券評価差額金 5,483
敷金及び保証金 88,237 為替換算調整勘定 404
保険積立金 86,861
繰延税金資産 81,873
その他 22,860
貸倒引当金 △3,231 純資産合計 4,243,856

資産合計 8,459,511 負債純資産合計 8,459,511
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連結損益計算書（自 2022年10月１日 至 2023年９月30日） （単位：千円）
科目 金額

売上高 5,562,617
売上原価 1,317,994
売上総利益 4,244,623

販売費及び一般管理費 3,231,391
営業利益 1,013,232

営業外収益
受取利息及び配当金 1,758
受取保険金 4,103
貸倒引当金戻入益 3,090
その他 11,169 20,122

営業外費用
支払利息 18,901
株式上場費用 19,752
株式交付費 7,603
その他 2,192 48,450
経常利益 984,904

特別利益
投資有価証券売却益 1,407 1,407

特別損失
固定資産除却損 28
投資有価証券評価損 18,390
減損損失 6,016 24,435

税金等調整前当期純利益 961,875
法人税、住民税及び事業税 310,887
法人税等調整額 △3,729 307,157
当期純利益 654,717
親会社株主に帰属する当期純利益 654,717
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連結株主資本等変動計算書（自 2022年10月１日 至 2023年９月30日） （単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
当期首残高 100,000 816,572 2,514,214 3,430,787
当期変動額
新株の発行 145,360 145,360 290,720
剰余金の配当 △138,256 △138,256
親会社株主に帰属する
当期純利益 654,717 654,717
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 145,360 145,360 516,461 807,181
当期末残高 245,360 961,932 3,030,675 4,237,968

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 540 △150 390 3,431,177
当期変動額
新株の発行 290,720
剰余金の配当 △138,256
親会社株主に帰属する
当期純利益 654,717
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 4,942 555 5,497 5,497

当期変動額合計 4,942 555 5,497 812,679
当期末残高 5,483 404 5,888 4,243,856
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１ 連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 ６社
連結子会社の名称
㈱エリッツ、㈱エリッツ建物管理、㈱エリッツ不動産販売、㈱ＡＲＣ建物管理、㈱ＶＡＳＴ、
ELITZ INTERNATIONAL MALAYSIA SDN. BHD.

２ 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。
(2)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４ 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しております。）
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
・販売用不動産、未成工事支出金
個別法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物付属設備及び構築物については、定額法を採用して
おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ４～47年
車両運搬具及び工具器具備品 ２～10年

②無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり
ます。

①不動産仲介事業
賃貸住宅の仲介手数料収入は、賃貸住宅契約の媒介により入居が可能な状態にすることが履行義

務であり、入居者への鍵の引渡しをもって充足時点とし、収益を認識しております。代金の支払は
鍵の引渡し日より前に行われます。
賃貸住宅の所有者からの業務委託料収入は、業務委託契約期間内の入居者及び不動産所有者双方

の円滑な事務遂行をサポートすることが履行義務であり、時の経過に従い順次履行義務を充足して
いくため、契約期間に亘る日割り計算によって収益を認識しております。代金の支払は、原則とし
て、入居者からの入居前預り金を不動産所有者に送金する際に相殺して決済しております。
販売用不動産の売却は、不動産の引渡しが履行義務であり、売買契約書の締結、登記関連書類の

引渡しをもって履行義務が充足されるため、当該時点をもって収益を認識しております。代金の支
払は引渡しと同時に現金決済で行われます。
賃貸用不動産の賃貸料は、賃貸期間に亘る月割計算により収益を認識しております。代金の支払

は、毎月翌月分を前払いで決済しております。
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②不動産管理事業
管理料収入は、不動産所有者との管理委託契約に基づき契約に定められた事項を遂行することが

履行義務であり、時の経過に従い順次履行義務を充足していくため、契約期間に亘り、月割で収益
を認識しております。代金の支払は、原則として、入居者家賃等の預り金を不動産所有者に送金す
る際に相殺して決済しております。
改装収入は、管理不動産の改装、原状回復、ハウスクリ－ニング等の実施が履行義務であり、改

装等の工事完了をもって履行義務の充足時点として収益を認識しております。代金の支払は、原則
として、入居者家賃等の預り金を不動産所有者に送金する際に相殺して決済しております。
更新手数料収入・更新事務手数料収入は、管理不動産の入居者との契約更新事務を実施すること

が履行義務であり、更新料の回収並びに賃借人から更新覚書を入手し管理委託者に引渡しするとい
う賃貸契約更新に係る手続きがすべて完了した契約を対象に、更新前賃貸契約の契約満了日を履行
義務の充足時点として収益を認識しております。代金の支払は、契約更新時までに賃借人から家主
分を含めて預り、家主分については原則として毎月の家賃等の送金時に相殺して決済しております。

③居住者サポート事業
保険代理店手数料は、保険会社の代理店として保険契約の取次のほか、取り次いだ保険契約の保

全、維持管理並びに保険契約者が保険契約の中途解約を行った場合の収入済代理店手数料の返金が
履行義務であり、時の経過に従い順次履行義務を充足していくため、対象保険契約の成立後から保
険期間で按分して収益を認識しております。代金の支払は各保険会社の定める精算月に行われます。
ＲＥサポート収入は、入居者との契約に基づき24時間体制で安心な暮らしをサポートすることが

履行義務であり、時の経過に従い順次履行義務を充足していくため、契約期間に亘る月割計算によ
り収益を認識しております。代金の支払は契約時に一括で決済しております。
滞納家賃保証料収入は、家賃保証期間に亘る月割計算により収益を認識しております。代金の支

払は契約時に一括して決済しております。

２．会計方針の変更に関する注記
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することとしております。これによる連結計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
１ 販売用不動産の評価
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

科目
販売用不動産 530,057 千円
未成工事支出金 86,045 〃
棚卸資産評価損 2,722 〃

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①（1）に記載した金額の算定方法
棚卸資産の評価に関する会計基準に従い、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回ってい

る販売用不動産及び未成工事支出金の帳簿価額を、正味売却価額まで切り下げる会計処理を適用してお
ります。
会計処理の適用に当たっては、個別物件ごとに売価及び追加コストの見積りを行ったうえで正味売却

価額を算定しており、正味売却価額が帳簿価額を下回った場合に、帳簿価額を正味売却価額まで切り下
げて評価損を計上しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
正味売却価額については、不動産の内容に応じて、周辺の取引事例や市場の動向、物件の性能、立地

等を踏まえた金額を設定しており、販売公表価格や契約で合意された売却価額等を使用しております。
また、収益不動産の正味売却価額の見積りに当たって、想定賃料、期待利回りを主要な仮定としており
ます。
③会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、見積り

と将来の結果が異なる可能性があります。すなわち、想定外の追加コストの発生、住宅販売市況の悪化
に伴う販売価格の低下等により、正味売却価額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、
周辺環境の変化に伴う立地条件の悪化等により、正味売却価額の算定に重要な影響を及ぼす可能性があ
ります。
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２ 固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

科目
有形固定資産合計 2,709,247 千円
無形固定資産合計 16,780 〃
投資その他の資産合計 17,695 〃
減損損失 6,016 〃

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①（1）に記載した金額の算定方法
固定資産の減損に係る会計基準に従い、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資

産の帳簿価額を回収可能価額まで減損する会計処理を適用しております。会計処理の適用に当たっては、
継続的な営業赤字、市場価格の著しい下落、経営環境の著しい悪化及び用途変更等によって減損の兆候
がある場合に減損損失の認識の要否を検討しております。減損損失を認識するかどうかの検討には将来
キャッシュ・フローの見積金額を用いており、減損損失の認識が必要と判断された場合には、帳簿価額
が回収可能価額を上回る金額を減損損失として計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額
又は使用価値のいずれか高い金額によって決定しております。
②会計上の見積りに用いた主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算定に当たっては、不動産については、その前提となる賃料、割引率等に

ついて市場の動向、類似不動産の取引事例、過去の実績等を総合的に勘案のうえ決定しております。ま
た、営業店舗については、営業収入の見込額、人件費や地代家賃等の諸経費の見込額を勘案して決定し
ております。
③会計上の見積りが当連結会計年度の翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
当該主要な仮定は連結計算書類作成時点における最善の見積りに基づき決定しておりますが、見積り

と将来の結果が異なる可能性があります。すなわち、経済環境の悪化等に伴う賃料の低下、市場金利の
変動に伴う割引率の上昇等により、将来キャッシュ・フロー及び使用価値の算定に重要な影響を及ぼす
可能性があります。また、周辺環境の変化に伴う立地条件の悪化等により、正味売却価額の算定に重要
な影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結貸借対照表に関する注記
１ 顧客との契約から生じた債権、債務及び契約負債の残高については「収益認識に関する注記 顧客と
の契約から生じた債権及び契約負債の残高等」に記載しております。

※２ 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産

定期預金 3,003 千円
販売用不動産 118,774 〃
建物及び構築物 785,684 〃
土 地 1,629,188 〃

計 2,536,651 〃

(2)担保に係る債務額
１年内返済予定の長期借入金 137,305 千円
長期借入金 1,774,201 〃

計 1,911,507 〃
不動産特定共同事業に係る担保提供
当社は不動産特定共同事業契約に基づき対象不動産を取得し、不動産特定共同事業組合に当該不動産

を譲渡しておりますが、会計上、当該取引を不動産の売却取引として認識せず金融取引として認識して
いるため、当該不動産の帳簿価額300,402千円を販売用不動産に、譲渡代金の一部350,602千円を不動
産特定共同事業組合からの預り金に計上しております。このため、当該販売用不動産300,402千円は、
預り金の担保としての性格を有しております。

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 1,072,766 千円

４ 保証債務
当社では管理受託マンションの入居者を対象に家賃滞納保証を行っております。

自社保証分（保証極度額） 3,032,249 千円
他社と共同保証分（保証極度額）（注） 499,335 〃（ 998,671千円）

計 3,531,585 〃
（注）共同保証額のうち当社負担分を記載しており、総額は（ ）内に記載しております。
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※５ 投資有価証券のうち宅地建物取引業の保証金として供託しているものは次のとおりであります。
債券（国債） 10,863 千円

５．連結損益計算書に関する注記
売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額については、「収益認識に関する注記 顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報」に記載しております。

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１ 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 3,342,200 株
２ 当連結会計年度の末日における自己株式の株式数

普通株式 － 株
３ 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2022年12月21日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 138,256 千円
② １株当たり配当額 44 円
③ 基準日 2022年９月30日
④ 効力発生日 2022年12月22日

４ 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2023年12月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。
① 配当金の総額 237,296 千円
② １株当たり配当額 71 円

（うち株式上場記念配当額） （15 円）
③ 基準日 2023年９月30日
④ 効力発生日 2023年12月27日
なお、配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

５ 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない新株予約権を除く）の
目的となる株式の種類及び数
普通株式 196,400 株
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７．金融商品に関する注記
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、運転資金は自己資金で賄うことを基本としており、内務部経理課が適時に資金繰計画を

作成・更新するとともに、手許流動性を十分な水準に維持することで流動性リスクを管理しております。
不動産の購入については購入対象を厳選して行っており、購入資金は長期借入金で賄うことを基本としてお

ります。また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
営業債権である売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に従い、債権の発生部門及び内務部経理

課が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理し、回収懸念の早期
把握や貸倒リスクの軽減を図っております。なお、業種の特性上、特定の大口顧客に集中するものはありま
せん。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び純投資目的の株式でありますが、満期保有目的の債券は宅

地建物取引業の保証金として供託している国債であり、信用リスクは僅少であります。純投資目的の株式に
ついては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、投資先企業との関係も勘案
して保有状況を適宜見直しております。
営業債務である買掛金は、ほとんど３か月以内の支払期日であります。
借入金は、主に不動産の購入資金の調達を目的とした長期借入金であり、財務の安定性を確保するため購

入資産の賃貸料収入で返済資金が賄えるように借入期間を調整しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない

株式等（連結貸借対照表計上額10,802千円）は、「その他有価証券」には含めておりません。
「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」、「預り金」については、現金であること、及び短

期間に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
また、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資金について

は、記載を省略しております。当該出資金の連結貸借対照表計上額は254,975千円であります。

連結貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

（1）投資有価証券
満期保有目的の債券 10,863 11,443 580
その他有価証券 61,717 61,717 －

（2）敷金及び保証金 88,237 75,788 △12,449
資産計 160,817 148,948 △11,869

長期借入金（1年内返済予定額
を含む） 1,911,507 1,821,335 △90,172

負債計 1,911,507 1,821,335 △90,172
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(注１) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 4,067,118 － － －
売掛金 244,336 － － －
投資有価証券
満期保有目的の債券 － － － 10,863

敷金及び保証金 － － － 88,237
合計 4,311,455 － － 99,100

(注２) 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内

(千円)
１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 137,305 128,544 129,696 130,864 112,791 1,272,305
合計 137,305 128,544 129,696 130,864 112,791 1,272,305

３ 金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 61,717 － － 61,717

資産計 61,717 － － 61,717

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
満期保有目的の債券
国債 － 11,443 － 11,443

敷金及び保証金 － － 75,788 75,788

資産計 － 11,443 75,788 87,231

長期借入金 － 1,821,335 － 1,821,335

負債計 － 1,821,335 － 1,821,335
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有する国債は非上場であり市場での取引頻度が低
く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
敷金及び保証金
時価は、予想回収可能額、予想返還期間及び差入先の信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル３の時価に分類しております。
長期借入金
時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法に

より算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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８．賃貸等不動産に関する注記
当社では、京都市において賃貸用のマンション及びテナントビルを有しております。
当該賃貸不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
期首残高 2,030,600 千円
期中増減額 △138,806 〃
期末残高 1,891,794 〃

期末時価 3,472,204 〃
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であり

ます。
２．期中増減額のうち主な減少はスクエア松原（京都市下京区）の帳簿価額121,584千円の販売用不動

産への振替及び減価償却によるものであります。
３．期末の時価は、不動産鑑定評価基準に基づいて外部の不動産鑑定士が算定した金額(指標等を用いて

調整を行ったものを含む。)であります。

９．収益認識に関する注記
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント（千円）
合計（千円）不動産

仲介事業
不動産
管理事業

居住者
サポート事業

一時点で移転されるサービス
一定期間で移転されるサービス

1,729,128
937,451

1,163,412
771,317

294,714
253,200

3,187,256
1,961,970

顧客との契約から生じる収益 2,666,580 1,934,730 547,915 5,149,226

その他の収益（注） 257,109 29,753 126,529 413,391

外部顧客への売上高 2,923,689 1,964,483 674,444 5,562,617
(注) その他の収益は、不動産賃貸料、滞納家賃保証料等、収益認識基準の適用対象外の収益であります。
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２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を認識する通常の時点の判断及び会計処理の方法については、「連結計算書類の作成のための基本

となる重要な事項に関する注記等 ４．会計方針に関する事項 (5）重要な収益及び費用の計上基準」に
記載のとおりであります。

３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結
会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額
及び時期に関する情報
(1) 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 240,755 千円
売掛金 240,755 〃
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 241,717 〃
売掛金 241,717 〃
契約負債(期首残高) 385,247 〃
前受金 85,779 〃
前受収益 239,642 〃
長期前受収益 59,825 〃
契約負債(期末残高) 313,959 〃
前受金 70,825 〃
前受収益 199,328 〃
長期前受収益 43,804 〃

契約負債は、主に居住者サポート事業における保険代理店手数料及び入居後サービスに係るＲＥサポー
ト収入等並びに不動産管理事業における更新手数料収入及び更新事務手数料収入に関して履行義務の充足
の前に受領した前受金及び前受収益であり、履行義務の充足による収益の計上に伴い、取り崩されます。
保険代理店手数料は各保険会社の定める精算月に決済され、ＲＥサポート収入等は契約時に、更新手数料
収入及び更新事務手数料収入は契約更新時までに賃借人から預かります。

当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は325,422千円で
あります。過去の期間に充足した履行義務から当連結会計年度に認識した収益の額に変動はありません。
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（2）残存義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用

し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
契約期間が１年を超える履行義務は、居住者サポート事業の保険代理店手数料収入及びＲＥサポー

ト（24時間駆つけサービス）に関するものであり、残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益
の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

１年以内 154,328 千円
１年超２年以内 45,328 〃
２年超３年以内 578 〃
３年超 1,655 〃
合計 201,891 〃

１０．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,269円78銭
１株当たり当期純利益 204円90銭

１１．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

１２．その他の注記
該当事項はありません。
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貸借対照表（2023年９月30日現在） （単位：千円）
資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
流動資産 2,516,524 流動負債

買掛金
１年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
前受収益
預り金

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
長期前受収益
預り保証金

負債合計

686,818
※1 11,125
※2 137,305
※1 12,770
※1 30,625

15,420
3,071

105,091
※1 371,408

1,875,665
※2 1,774,201

13,793
18,999
68,671

2,562,484

現金及び預金 ※２ 1,710,047
売掛金 ※1 28,594
販売用不動産 ※2 531,174
未成工事支出金 86,045
貯蔵品 457
前払費用 14,020
関係会社短期貸付金 8,339
未収還付法人税等 47,509
その他 ※1 113,583
貸倒引当金 △23,248

固定資産 3,325,366
有形固定資産 ※3 2,529,662
建物 ※2 790,839
構築物 12,508
車両運搬具 35,084 純資産の部
工具、器具及び備品 30,582 株主資本

資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

3,273,923
245,360
961,932
379,184
582,748
2,066,630

19,357
2,047,272
2,047,272

5,483
5,483

土地 ※2 1,634,475
建設仮勘定 26,171
無形固定資産 7,297
ソフトウェア 7,297
投資その他の資産 788,406
投資有価証券 ※5 83,382
関係会社株式 365,668
出資金 256,095
長期前払費用 9,621
保険積立金 14,903
繰延税金資産 40,561
その他 18,173 純資産合計 3,279,406

資産合計 5,841,890 負債純資産合計 5,841,890
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損益計算書（自 2022年10月１日 至 2023年９月30日） （単位：千円）
科目 金額

売上高 1,309,917
売上原価 345,718
売上総利益 964,199

販売費及び一般管理費 506,947
営業利益 457,251

営業外収益
受取利息及び配当金 3,955
その他 8,449 12,404

営業外費用
支払利息 20,245
株式上場費用 19,752
株式交付費 7,603
貸倒引当金繰入額 12,296
その他 373 60,271
経常利益 409,384

特別利益
投資有価証券売却益 1,407 1,407

特別損失
投資有価証券評価損 18,390 18,390

税引前当期純利益 392,400
法人税、住民税及び事業税 29,104
法人税等調整額 92 29,196
当期純利益 363,204
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株主資本等変動計算書（自 2022年10月１日 至 2023年９月30日） （単位：千円）
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 100,000 233,824 582,748 816,572
当期変動額
新株の発行 145,360 145,360 145,360
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

当期変動額合計 145,360 145,360 － 145,360
当期末残高 245,360 379,184 582,748 961,932

株主資本
利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 19,357 1,822,325 1,841,682 2,758,255
当期変動額
新株の発行 290,720
剰余金の配当 △138,256 △138,256 △138,256
当期純利益 363,204 363,204 363,204
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

当期変動額合計 － 224,947 224,947 515,667
当期末残高 19,357 2,047,272 2,066,630 3,273,923
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評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 540 540 2,758,796
当期変動額
新株の発行 290,720
剰余金の配当 △138,256
当期純利益 363,204
株主資本以外の項目
の当期変動額（純
額）

4,942 4,942 4,942

当期変動額合計 4,942 4,942 520,610
当期末残高 5,483 5,483 3,279,406
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
イ．関係会社株式

移動平均法による原価法
ロ．満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）
ハ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。）

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
・販売用不動産、未成工事支出金
個別法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ４～47年
車両運搬具 ２～６年

②無形固定資産
定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。
（３）引当金の計上基準

貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額（簡便法による期末自己都

合要支給額）に基づき計上しております。
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（４）重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
・販売用不動産の売却は不動産の引渡しが履行義務であり、売買契約書の締結、登記関連書類の引渡し
をもって履行義務が充足されるため、当該時点をもって収益を認識しております。

・保険代理店手数料は、保険会社の代理店として保険契約の取次のほか、取り次いだ保険契約の保全、
維持管理並びに保険契約者が保険契約の中途解約を行った場合の収入済代理店手数料の返金が履行義
務であり、時の経過に従い順次履行義務を充足していくため、対象保険契約の成立後から保険期間で
按分して収益を認識しております。

・子会社からの経営指導料、業務委託収入については、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供す
ることが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点
で収益を認識しております。

・賃貸用不動産の賃貸料は、賃貸期間に亘る月割計算により収益を認識しております。
・滞納家賃保証料収入は、家賃保証期間に亘る月割計算により収益を認識しております。
・子会社への車両運搬具及び事務機器等の賃貸料については、賃貸期間に亘る月割計算により収益を認
識しております。

・子会社からの受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下

「時価算定会計基準適用指針」といいます。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することとしております。これによる計算書類への影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
販売用不動産の評価
①当事業年度の計算書類に計上した金額

科目
販売用不動産 531,174 千円
未成工事支出金 86,045 〃
棚卸資産評価損 2,722 〃

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結注記表「会計上の見積りに関する注記 １販売用不動産の評価」に記載した内容と同一であります。

４．貸借対照表に関する注記
※１．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
売掛金 16,951 千円
その他（流動資産） 88,881 〃
買掛金 9,246 〃
未払金 129 〃
未払費用 65 〃
預り金 353,002 〃

※２．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
担保に供している資産

定期預金 3,003 千円
販売用不動産 118,862 〃
建物 788,324 〃
土地 1,496,068 〃

計 2,406,259 〃
担保付債務

１年内返済予定の長期借入金 137,305 千円
長期借入金 1,774,201 〃

計 1,911,507 〃
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子会社等による債務保証及び担保提供
担保付債務のうち、108,758千円について株式会社エリッツ及び株式会社エリッツ建物管理による

債務保証を受けております。また、株式会社エリッツより土地135,700千円の担保提供を受け、根抵
当権（極度額420,000千円）を設定しております。

不動産特定共同事業に係る担保提供
当社は不動産特定共同事業契約に基づき対象不動産を取得し、不動産特定共同事業組合に当該不動産

を譲渡しておりますが、会計上、当該取引を不動産の売却取引として認識せず金融取引として認識して
いるため、当該不動産の帳簿価額300,402千円を販売用不動産に、譲渡代金の一部350,602千円を不動
産特定共同事業組合からの預り金に計上しております。このため、当該販売用不動産300,402千円は、
預り金の担保としての性格を有しております。

※３．有形固定資産の減価償却累計額 944,355 千円

４．保証債務
当社では管理受託マンションの入居者を対象に家賃滞納保証を行っております。

自社保証分（保証極度額） 3,032,249 千円
他社と共同保証分（保証極度額）（注） 499,335 〃（ 998,671千円）

計 3,531,585 〃
（注）共同保証額のうち当社負担分を記載しており、総額は（ ）内に記載しております。

※５．投資有価証券のうち宅地建物取引業の保証金として供託されているものは次のとおりであります。
債券（国債） 10,863 千円
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５．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引

営業取引 売上高 574,002 千円

営業費用 91,050 〃

営業取引以外の取引 受取利息 2,199 〃

支払利息 1,343 〃

６．株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 3,342,200 株
（２）当事業年度の末日における自己株式の株式数

普通株式 － 株
（３）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2022年12月21日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 138,256 千円
② １株当たり配当額 44 円
③ 基準日 2022年９月30日
④ 効力発生日 2022年12月22日

（４）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2023年12月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案して
おります。
① 配当金の総額 237,296 千円
② １株当たり配当額 71 円

（うち株式上場記念配当額） （15 円）
③ 基準日 2023年９月30日
④ 効力発生日 2023年12月27日
なお、配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（５）当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類
及び数
普通株式 196,400 株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 3,250 千円
未払費用 1,439 〃
減価償却超過額 3,620 〃
敷金及び保証金 503 〃
投資有価証券 5,616 〃
関係会社株式 14,095 〃
貸倒引当金 7,100 〃
退職給付引当金 4,212 〃
預り金 107,073 〃
その他 1,898 〃

繰延税金資産小計 148,810 〃
将来減算一時差異等の合計額に係る評価性引当額 △14,095 〃

繰延税金資産合計 134,715 〃

繰延税金負債
販売用不動産 91,742 千円
その他有価証券評価差額金 2,410 〃

繰延税金負債合計 94,153 〃
繰延税金資産の純額 40,561 〃
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８．関連当事者との取引に関する注記

会社名
議決権の所有
（被所有）割
合

関連当事者
との関係 取引の内容 取 引 金 額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

（株）エリッツ
所有
直接100％

被所有 －
子会社

受取配当金 132,476 － －
経営指導料 108,000

売掛金 13,122
リース料 44,278
受取家賃 15,718
商品売上 3,244
貸付金の回収 32,852 － －
受取利息の回収 406 － －
債務被保証 108,758 － －
担保被提供 135,700 － －

（株）エリッツ
建物管理

所有
直接100％

被所有 －
子会社

受取配当金 139,931 － －
経営指導料 24,900

売掛金 2,653リース料 8,344
受取家賃 24,572
貸付金の回収 30,926 － －
受取利息の回収 1,580 － －
債務被保証 108,758 － －

（注）取引条件
１．経営指導料は、各社に対する当社の業務支援度合に応じて収受しております。
２．リース料は第三者との取引で一般的に収受すべき水準に設定しております。
３．資金貸付に対する利率は、当社の外部調達金利と同等の水準に設定しております。
４．受取家賃は賃貸物件毎の通常の賃料と同等の水準に設定しております。
５．債務被保証、担保被提供に対して保証料等の支払はありません。
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９．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じた収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表の「収益認識に関する注記」に同一の内容を注記しておりますので、注記を省略しておりま

す。

10．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 981円21銭
１株当たり当期純利益 113円67銭

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年１１月２９日

株式会社エリッツホールディングス
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣ京都監査法人
京都事務所

指定社員
業務執行社員 公認会計士 田 口 真 樹

指定社員
業務執行社員 公認会計士 浦 上 卓 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社エリッツホールディングスの2022年１

０月１日から2023年９月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社エリッツホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
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用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年１１月２９日

株式会社エリッツホールディングス
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣ京都監査法人
京都事務所

指定社員
業務執行社員 公認会計士 田 口 真 樹

指定社員
業務執行社員 公認会計士 浦 上 卓 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エリッツホールディングスの

2022年１０月１日から2023年９月３０日までの第１２期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2022年10月１日から2023年９月30日までの第12期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（１）監査役会は、監査の方針、監査計画を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を
受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社に関して業務および財産の状況
を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必

要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、子会社本社および主要な事業所に関して、その業務およ
び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に「業務の適正を確保するための体制」として記載されている取締役の職務の執行が法令
および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団
の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議にもとづき整備されている体制（内部統制
システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について適時報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたいました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法にもとづき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主等資本変動計算書および連結注記表）について検討いたしまし
た。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（２）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2023年11月29日
株式会社エリッツホールディングス 監査役会
常勤監査役 片 岡 宏 彰 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 青 山 豊 ㊞
監 査 役（社外監査役） 梅 原 克 彦 ㊞
監 査 役（社外監査役） 置 田 文 夫 ㊞

以上
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南北自由通路より
お越しの場合

JR烏丸中央改札口より
お越しの場合

ホテル正面(１階)より
お越しの場合

見やすく読みまちがえにくいユ
ニバーサルデザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内略図
京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）
ホテルグランヴィア京都５階 ｢竹取の間｣場所

■ ホテルグランヴィア京都（株主総会会場）は、JR京都駅ビル内にあります。
■ ホテルグランヴィア京都２階メインロビーにお越しのうえ、エスカレーターにて５階「竹取の間」まで
お越しください。

■ 駐車場のご用意はございません。ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
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